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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、食品の安全・安心に関し、基本理念を定め、並びに県及び食品関連事業者の責務

並びに県民の役割を明らかにするとともに、食品の安全・安心のための施策の基本となる事項を定め

ることにより、食品の安全・安心のための施策を総合的に推進し、もって食品の安全性を確保し、そ

の安全性に対する県民の信頼を確保することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 食品 全ての飲食物（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（昭和 35年法律第 145号）に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。）をい

う。 

(２) 食品等 食品（その原料又は材料として使用される農林水産物を含む。）、添加物（食品衛生

法（昭和 22年法律第 233号）第４条第２項に規定する添加物をいう。）、器具（同条第４項に規

定する器具をいう。）及び容器包装（同条第５項に規定する容器包装をいう。）をいう。 

(３) 食品関連事業者 食品等の生産、採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵又は販売の事業を行う

者をいう。 

(４) 食品の安全・安心 食品の安全性が確保され、それにより県民が安心することができることを

いう。 

 



（基本理念） 

第３条 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が県民の健康の保護が最も重要であるという認

識の下に講じられることにより、行われなければならない。 

２ 食品の安全性が確保されているかどうかの判断は、科学的根拠に基づき行われるべきものであるこ

とに鑑み、食品の安全性の確保は、このために必要な措置が科学的知見に基づいて講じられることに

よって、行われなければならない。 

３ 食品の安全性の確保は、県、食品関連事業者及び県民の関係者がそれぞれの責務又は役割を果たす

ことにより行われなければならない。 

４ 食品等の生産から消費に至る行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあ

ることに鑑み、食品の安全性の確保は、このために必要な措置がその行程の各段階において適切に講

じられることにより、行われなければならない。 

５ 県民が安心して食品を摂取するためには、県民が食品の安全性に関し知識と理解を深め、信頼する

ことが必要であることに鑑み、食品の安全・安心のための施策は、県、食品関連事業者及び県民が食

品の安全性の確保に関する情報及び意見の交換を通じて、相互に理解し、及び協力して行わなければ

ならない。 

 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、食品の安全・安心の

ための施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 県は、前項の規定による食品の安全・安心のための施策の策定に当たっては、県民及び食品関連事

業者の意見を反映するよう努めるものとする。 

３ 県は、食品関連事業者及び県民に対し、正確かつ適切な食品の安全性に関する情報を提供するもの

とする。 

 

（食品関連事業者の責務） 

第５条 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、自らが食品の安

全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品等の生産から販売に至る一連の

行程（第 17条において「食品供給行程」という。）の各段階において、食品の安全性を確保するた

めに必要な措置を適切に講じなければならない。 

２ 食品関連事業者は、その取り扱う食品等に起因して人の健康に重大な被害が生じ、又は生じるおそ

れがある場合は、被害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を講じなければならない。 

３ 食品関連事業者は、食品の安全性に対する県民の信頼を確保するため、その事業活動に係る食品等

に関する正確かつ適切な情報を提供するよう努めなければならない。 

４ 食品関連事業者は、食品の安全性を確保するため、自主的な衛生管理に努めなければならない。 

５ 食品関連事業者は、県が実施する食品の安全・安心のための施策に協力するよう努めなければなら

ない。 

 

（県民の役割） 



第６条 県民は、基本理念にのっとり、食品の安全性に関し知識と理解を深めるよう努めるとともに、

県が実施する食品の安全・安心のための施策及び食品関連事業者が行う食品の安全・安心に関する取

組について意見を表明するよう努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすも

のとする。 

２ 県民は、自らの食品等の取扱いが人の健康に影響を及ぼすことがあることを認識し、その取扱いを

適切に行うよう努めなければならない。 

 

第２章 基本的施策 

 

（基本指針） 

第７条 知事は、基本理念にのっとり、食品の安全・安心のための施策を総合的に推進するための基本

的な指針（以下この条において「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(１) 食品の安全・安心のための施策に関する基本的方向 

(２) 前号に掲げるもののほか、食品の安全・安心のための施策を総合的に推進するために必要な事

項 

３ 知事は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、県民及び食品関連事業者の

意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、基本指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

 

（関係法令に基づく措置） 

第８条 県は、食品関連事業者による食品等の適切な管理が行われるようにするため、関係法令に基づ

き、食品関連事業者に対する監視及び指導その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

（食品等の適正な表示の推進） 

第９条 県は、食品等の表示が適正に行われるよう食品関連事業者に対する監視及び指導を実施すると

ともに、食品等の表示に関する制度の適切な運用その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

（食品関連事業者の自主的な取組の推進） 

第 10条 県は、食品関連事業者が行う自主的な食品の安全・安心に関する取組を促進するため、食品

関連事業者が組織する団体等との連携を図り、食品関連事業者に対する情報の提供及び指導その他の

支援を行うものとする。 

 

（食品の安全性に関する知識の普及等） 

第 11条 県は、県民が食育に関する活動その他の機会を通じて食品の安全性に関し知識と理解を深め

ることができるようにするため、正確かつ適切な食品の安全性に関する情報の提供その他必要な措置

を講ずるものとする。 

 



（情報の共有及び相互理解の推進） 

第 12条 県は、食品の安全・安心のための施策について県民及び食品関連事業者の意見を求めるとと

もに、県、県民、食品関連事業者等の関係者が相互に食品の安全性に関する情報を共有し、及び相互

に理解することを推進するため、関係者が情報及び意見の交換をする場を設けることその他必要な措

置を講ずるものとする。 

 

（野生きのこによる健康被害の防止） 

第 13条 県は、野生きのこによる健康被害の発生の防止を図るため、野生きのこを取り扱う食品関連

事業者に対する指導、その発生の防止のための普及啓発その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

（野生鳥獣の肉の安全性の確保） 

第 14条 県は、食用に供する野生鳥獣の肉の安全性を確保するため、野生鳥獣の肉を取り扱う食品関

連事業者に対する指導その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

（情報収集等） 

第 15条 県は、食品関連事業者及び県民に正確かつ適切な食品の安全性に関する情報を提供するた

め、食品等の安全性に関する情報の収集及び分析その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

（国、地方公共団体及び関係団体等との連携） 

第 16条 県は、食品の安全・安心に関し、国及び他の地方公共団体との情報の共有、意見交換及び連

携等に努めるものとする。 

２ 県は、食品の安全・安心のための施策を推進するに当たり、県民又は食品関連事業者が組織する団

体等との連携に努めるものとする。 

 

（監視及び検査体制の整備） 

第 17条 県は、食品の安全性を確保するため、食品供給行程の各段階において、監視、指導及び検査

体制の整備に努めるものとする。 

 

（危機管理体制の整備） 

第 18条 県は、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じることを防止するため、

当該被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に関する体

制の整備その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

（調査研究の推進等） 

第 19条 県は、食品の安全性の確保に関する施策を科学的知見に基づき適切に実施するため、食品等

の安全性に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

第３章 雑則 



（補則） 

第 20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 25年４月１日から施行する。 

（放射性物質による食品への影響に対する対応） 

２ 県は、食品の安全・安心のための施策を実施するに当たり、近時の放射性物質による食品への影響

に対する県民の不安を解消することに特に留意するものとする。 

（知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正） 

３ 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成 11年長野県条例第 46号）の一部を次の

ように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成 26年 10月 23日条例第 40号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 26年 11月 25日から施行する。（後略） 

附 則（平成 27年７月 16日条例第 36号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月 25日条例第 13号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に着手したこの条例による改正前の長野県 食品安全・安心条例（以下この項に

おいて「旧条例」という。）第 20条第１項に規定する自主的な回収については、旧条例第 20条の規

定は、なおその効力を有する。 

（知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正） 

３ 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成 11年長野県条例第 46号）の一部を次の

ように改正する。 

（次のよう略） 

 


